
資料５

振興開発計画のフォロー

行政改革の中で、中央省庁のあり方について、政策の不断の点検・

見直し・改善、また、政策の実施段階における効果の検証の重要性が

指摘され、これを受けて、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」

等により、行政機関等を対象とした評価の基本的な枠組みが定められ

ている。

（注）国土交通省では、企画立案、実施、評価というマネジメントサイクルで評価を実施中。

小笠原諸島の振興開発においても、この考え方を踏まえ、振興開発

計画のフォローの充実を検討してはどうか。

・振興開発のフォロー実施の仕組み（案）

審議会……………… 振興開発計画の進捗状況の確認

報告

東京都……………… 振興開発計画の進捗状況の評価

照会 回答

小笠原村…………… 振興開発計画の進捗状況の確認


